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一般業務報告 

 

１２月１６日 事務職員部第２回委員会、常任委員会 県教育会館 

１２月２０日 教育予算要求県知事交渉 県庁 

１２月２０日 湘北教組学校事務研究集会 相模原教育会館 

１２月２１日 公務労協幹事会 川崎市 

１２月２１日 県教委折衝（教職員企画課） 県住宅供給公社ビル 

１２月２７日 県労連賃金専門小委員会 県庁 

１月 ５日 事務職員部常任委員会 県教育会館 

１月 ６日 公立学校共済組合定年・勧奨退職予定者説明会 県立音楽堂 

１月 ６日 連合神奈川新春の集い ロイヤルホール横浜 

１月１０日 神教組旗開き ワークピア横浜 

１月１３日 県労連幹事会 県庁 

１月１７日 県労連幹事団交渉、幹事会 県庁 

１月１７日 事務職員部専門委員会 県教育会館 

１月１９日 事務職員部研究委員会 県教育会館 

１月１９日 事務職員部常任委員会 県教育会館 

１月２０日 県労連幹事団交渉、賃金専門小委員会 県庁 

１月２３日 子ども支援神奈川連絡会学習会 県教育会館 

１月２６日 日教組春闘討論集会 日本教育会館 

１月２９日 三府県労連会議（～３０日） 大阪市 

１月３０日 日教組関東地区協議会学校事務研究集会準備委員会  県教育会館 

１月３１日 県教委折衝（教職員人事課） 県住宅供給公社ビル 

１月３１日 県労連賃金専門小委員会 県庁 

２月 １日 事務職員部部長会 県教育会館 

２月 ２日 県教委折衝（教職員人事課） 県住宅供給公社ビル 

２月 ３日 連合春闘闘争開始宣言中央集会 日比谷公会堂 

２月 ４日 日教組関東地区協議会事務職員部長会 ワークピア横浜 

２月 ５日 日教組関東地区協議会学校事務研究集会（～６日） ワークピア横浜 

２月 ８日 公務労協幹事会 自治労県本部 

２月 ８日 県予算説明会 県住宅供給公社ビル 

２月１０日 県教委折衝（教職員企画課） 県住宅供給公社ビル 

２月１１日 日教組事務職員部全国部長会議 日本教育会館 

２月１３日 第７回神教組憲法学習会 鶴見公会堂 
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２月１５日 公立学校共済組合支部運営審議会福利厚生小委員会  県住宅供給公社ビル 

２月１５日 川崎市教組事務研究集会 川崎教職員会館 

２月１６日 事務職員部常任委員会 県教育会館 

２月１７日 教財部長会議 県教育会館 

２月２０日 県教委折衝（教職員人事課） 県住宅供給公社ビル 

２月２１日 事務職員部研究委員会・専門委員会、常任委員会 県教育会館 

２月２２日 神教組春闘討論集会 県教育会館 

２月２３日 教員構成問題研究会、県教委折衝（教職員人事課） 県住宅供給公社ビル 

２月２３日 公立学校共済組合支部運営審議会  シルクセンター 

２月２３日 県労連賃金専門小委員会 県庁 

２月２３日 県ＰＴＡ教育を語るつどい 県教育会館 

２月２５日 神奈川県学校事務研究集会 県教育会館 

２月２５日 事務職員部部長会 県教育会館 

２月２７日 県労連幹事会 県庁 

２月２７日 県教委折衝（教職員人事課） 県住宅供給公社ビル 

３月 １日 連合神奈川春闘総決起集会 関内ホール 

３月 ２日 県教委折衝（教職員人事課） 県住宅供給公社ビル 

３月 ３日 弘済会幹事会 県教育会館 

３月 ６日 連合２０１７春季生活闘争・制度政策要求実現中央集会 後楽園ホール 

３月 ７日 神教組第４００回中央委員会 県教育会館 

３月 ９日 県公務労協・県交運労協春闘総決起集会 反町公園 

３月１１日 三府県学校事務連絡調整会議 名古屋市 

３月１３日 県労連春闘要求書提出交渉 県庁 

３月１３日 県労連人事委員会春期要求書提出交渉 横浜合同庁舎 

３月１４日 事務職員部第３回委員会 県教育会館 
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第 1号議案    当面の闘争推進に関する件 

１. 経過と情勢 

＜義務教育費国庫負担制度堅持・定数増・教育予算獲得のとりくみ＞ 

１ 国段階のとりくみ 

（１）１２月２２日、政府は２０１７年度予算案について閣議決定しました。 

一般会計総額は、前年度比０.８％増となる９７兆４，５４７億円で、過去最大の規模となっていま

す。税収は前年度比０.８％増の５７兆７，１２０億円を見込んでいますが、公債額は３４兆３，６９

８億円と依然として高水準となっています。一般歳出の中で、社会保障費は前年度比１.６％増となり

地方交付税交付金は前年度比１.９％増となりました。また、防衛関係費や公共事業関係費が増え、文

教及び科学振興費は減額となっています。 

文科省が求めた１０年間の教職員定数改善計画（２９，７６０人）初年度分（３，０６０人）は実

現しませんでしたが、「通級による指導」「外国人児童生徒等の指導」「初任者研修の拠点校指導」にか

かる教員等について基礎定数化されました。さらに、全額国費で支援する「被災児童生徒就学支援等

事業」は来年度も継続され、熊本地震対応分も予算化されました。また、給付型奨学金の創設（１８

年度）と来年からの一部先行実施も決まりました。 

事務職員関連では、事務処理上、特別の配慮を必要とするとした加配（共同実施加配など標準定数

法１５条５号）の現在の１，０３５人分は来年度も維持した上で、新たに、「共同実施加配として５０

人」が措置されました。これにより、標準定数法１５条５号を根拠とした事務職員定数加配は、１，

０８５人となります。 

なお、概算要求を行っていた学校の事務機能の強化２，２００人（複数配置基準の緩和）は見送

りとなりました。 

  政府予算案（教育予算）の主な内容は次のとおりです。 

☆政府予算案の教育予算 

文科省関係全体予算（一般会計） ５兆３,０９７億円 前年度比０.２％減 

１．教職員定数改善について 

＜義務教育費国庫負担金＞ 

２０１７年度予算案 1 兆５，２４８億円（対前年度 ▲２２億円） 

教職員定数の増 ８６８人（基礎定数４７３人、加配定数３９５人） 

＜教職員定数の増８６８人の内訳＞ 

（１－１）基礎定数分（１０年間で段階的に実施するもの） 

➀発達障害等の児童生徒への「通級による指導」の充実等 

  ６０２人（児童生徒１３人に１人の割合） 

②外国人児童生徒等教育の充実 

  ４７人（児童生徒１８人に１人の割合） 

③初任者研修体制の充実 

  ７５人（初任者研修対象者６人に１人の割合） 

（１－２）基礎定数分（１７年度実施分） 

①指導方法工夫改善加配の一部基礎定数化 
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約４１，０００人のうち約９，５００人を基礎定数化 

（２）加配定数 

①小学校専科指導の充実 １６５人 

②アクティブ・ラーニングの視点からの授業改善  １０人 

③いじめ・不登校等への対応  ２５人  

④貧困等に起因する学力課題の解消  ５０人 

⑤学校統合支援・小規模学校支援  ７５人 

⑥学校の事務機能の強化（事務職員）  ５０人 

 ※共同事務室（仮称）等、学校事務の共同実施体制の強化 事務職員加配」の枠を増員 

⑦養護教諭の配置充実  １０人 

⑧栄養教諭等の配置充実  １０人 

⑨先導的実践研究の充実  ５０人（ただし、既存の「研修・研究等加配」の枠内で確保） 

２．教員給与について 

部活動指導業務手当の改善  ３，０００円➡３，６００円（２０１８年１月から） 等 

なお、上記加配定数の改善とは別に、被災児童生徒の学習支援のための１，０００人の加配措置

が復興特別会計に盛り込まれています。また、教職員給与に係る人事院勧告による給与改定の増額

分が義務教育費国庫負担金の中で措置されています。 

３．教職員定数配置、給与以外について 

☆補習等のための指導員等派遣事業（都道府県、政令市へ経費の１／３以内を補助） 

 サポートスタッフ １１，１００人 ４６億円（▲４００人 ▲１．５億円） 

☆スクールカウンセラー・スクールソーシャルワーカーの配置拡充  補助率３分の１ 

（２）この予算案に対し、日教組は「文科省が概算要求において要求した３，０６０人分が実現してお

らず、不十分と言わざるを得ない。しかし、『通級による指導』及び『外国人児童生徒等の指導』

『初任者研修にかかる拠点校指導』を行う教員等が基礎定数化されたことは、学校現場の課題に対

応するものであり大きな一歩である。（中略）さらに、財務省が主張した、『少子化による基礎定数

減に加えて加配定数までも削減』には、歯止めをかけることができたことは大きな意味を持ってい

る」等との書記長談話を発表しました。日教組は、引き続き、学校現場に立脚した教育施策の実現

を求めて国会対策を強化していくとしています。 

（３）２月７日、政府は文科省が提出した「義務教育諸学校等の体制の充実及び運営の改善を図るため

の公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律等の一部を改正する法律案」

を閣議決定し、今国会に提出しました。この法案は「公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定

数の標準に関する法律」、「義務教育費国庫負担法」、「学校教育法」、「地方教育行政の組織及び運営

に関する法律」、「社会教育法」等の一括法案となっており、２０１７年４月１日、日切れ扱いとな

っています。文科省は法案の趣旨について、「この改正により､学校の指導･運営体制を充実し､地域

との連携・協働を含めた 学校運営の改善を図ることにより､複雑化･困難化する諸課題に対応する 

学校の機能強化を一体的に推進」することとしています。また、改正法の詳細については今後、施

行規則や省令で示されることになっています。 
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   神教組は日教組に結集し、子どもたちのゆたかな教育環境の整備にとりくむとともに、義務教育

費国庫負担制度の堅持及び負担割合２分の１への復元、教職員定数改善など、教育予算の拡充にむ

けてとりくむことが必要です。 

 

２ 県段階のとりくみ 

（１）１２月２０日、神教組は神教協として２０１７年度教育予算要求知事交渉を行いました。交渉

に先立ち、１３８，３４９の県民署名と８１９枚にのぼる分会寄せ書きを知事に手交し、インク

ルーシブ教育の充実、子どもの貧困解消、教職員定数改善など、豊かでゆきとどいた教育を実現

するための教育予算拡充を求めました。 

（２）２月８日、県は２０１７年度当初予算案を発表しました。一般会計は１兆９，４０２億円で、

県費負担教職員給与費の政令市移譲分を除くと、概ね前年度並みの予算編成となりました。６５

０億円と見込んでいた財源不足額は、事業見直しや２０１６年度の収入増、財政調整基金の取り

崩し等により確保した財源で対応し、解消するとしています。 

教育予算は３，２５８億７，９３９万円で、２０１６年度当初予算３，２１４億３，８００万

円（指定都市分を除く）の１．４％増となりました。県教委は主要施策として、県立高校の教育

環境整備、不登校・いじめ・暴力行為への対応強化、インクルーシブ教育の推進等をあげていま

す。また、教育の多忙化解消に向け教員以外でも対応可能な業務を行う「業務アシスタント」を

県立学校にパイロット的に配置することにより、教員の業務負担を軽減し、教員が子どもたち一

人ひとりと向き合う時間や、教材研究の時間を確保するとしています。 

旅費については、概ね前年度と同水準を確保したとしていますが、旅行雑費の見直し等により、

配当基準の単価が引き下げられることも考えられます。引き続き、旅費予算の確保・増額にむけ

てとりくむとともに、執行残を極力減らすための工夫や、配当基準の見直しを含めた適切な措置

を要求していく必要があります。 

（３）県費負担教職員の給与負担等の指定都市への移譲及び児童生徒数・学級数の増減等により、標

準法等に基づく教職員定数は２４，９５４人の減となりました。しかし、依然として事務職員の

全校配置が復元できなかったことについては不満が残りました。 

区    分 ２０１７年度 ２０１６年度 増 減 

 

教 

職 

員 

 

県 立 学 校 １３，４１４ １３，４８７ △７３ 

市 

町 

村 

立 

小 学 校 ９，１８７ 
９，１４２ ４５ 

２４，５７６ △１５，３８９ 

中 学 校 ５，４９３ 
５，４７０ ２３ 

１３，５６１ △８，０６８ 

特別支援学校 等  ２００ 
２０２ △２ 

１，６１６ △１，４１６ 

計 ２８，２９４ 
２８，３０１ △７ 

５３，２４０ △２４，９４６ 

県教育委員会職員（県立学校除く） ７６８ ７７６ △８ 

合    計 ２９，０６２ ２９，０７７ △１５ 
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５４，０１６ △２４，９５４ 

＊２０１６年度の下段は指定都市分を含む数字を記載 

引き続き、教育予算の拡充、「３０人以下学級」の実現にむけ、当面国基準としての計画的な「小学

校２年生～中学校３年生までの３５人以下学級の実現」、教職員定数改善にとりくむとともに、教職員

配置の弾力化などへの対応をはかっていくことが大切です。 

 

＜賃金改善のとりくみ＞ 

１ 国段階のとりくみ 

（１）連合は、２月１６日の中央闘争委員会において２０１７春季生活闘争の今後のすすめかたを確認

し、すべての働く者の賃金の「底上げ・底支え」と「格差是正」の実現のために、月例賃金の引上

げにこだわるとりくみを継続するとしました。 

２０１６春闘では、規模間格差の是正、非正規労働者の労働条件改善等の課題について、とりく

みが進みました。日本経済の先行きが不透明な状況はあるものの、今次春闘においても、こうした

とりくみを継続し、働き方改革の動向等をふまえ、賃金水準や休暇制度等処遇のあり方等の改善に

とりくむことが必要です。 

（２）公務労協は、１月２４日に第２２回代表者会議を開き、２０１７春闘方針を決定しました。賃金

引上げの要求実現をめざすことを中心として、①すべての公務公共サービス労働者の生活の改善と

格差の是正をはかること、②良質な公共サービスの実現にむけ、その重要性と普遍性を社会的に喚

起し、適正な賃金・労働条件と人員の確保をはかること、等を柱に全力でとりくむとしています。 

（３）公務労協地公部会は、２月３日、全国人事委員会連合会に対して２０１７年度地方公務員の賃金･

労働条件等に関する要請を行いました。また、２月１５日には総務大臣に対して２０１７春季要求

書を提出し、３月下旬には回答を示すよう求めました。 

（４）公務員連絡会は２月１７日「２０１７春季要求書」を内閣人事局、人事院に提出しました。要求

書では、働き方改革の推進と公務員労働者の賃金の改善、非常勤職員等の雇用と労働条件の改善な

どを強く求めています。３月２４日の回答指定日にむけ、３月１６日に中央行動を行うなど、とり

くみを強化していくとしています。 

（５）日教組は、１月２６日に「１７春季生活闘争中央討論集会」を開催し、①１７春闘方針（案）、②

働き方改革、③超勤縮減、労安体制整備、④臨時・非常勤教職員の労働条件改善などについて、情

勢報告・意見交換を行い、課題の共通理解をはかりました。日教組は、この中央討論集会の論議を

ふまえ、２０１７春季生活闘争方針を２月１５日の全国代表者会議において決定しました。 

 

２ 県段階のとりくみ 

（１）県労連は１月１７日、越年となった交渉を再開しました。扶養手当や調整額の特勤手当化で再度

回答がありましたが、最重要項目の勧告の完全実施については明言がありませんでした。 

あらためて今期の賃金確定交渉の最終日とした１月２０日は、午前から断続的に交渉を行いまし

た。午前中に行われた交渉で、県当局からは「地方交付税の見込額がいまだ分からず、勧告の実施

について判断できない。いたずらに延ばしているわけではない」等とし、他の課題も前進した回答

がありませんでした。 
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県労連幹事団からは、引上げ勧告実施の早期明言、総労働時間短縮の具体策は勤務時間実態の把握等

確実に実感できる対策と検証が必要、勤勉手当の成績率拡大反対、育児・介護等に関わる休暇・休業制

度の拡充、臨任・非常勤職員の勤務条件改善等について、再度強く要求しました。 

その後も交渉・折衝を重ね、１６時から行われた幹事団交渉で県当局から、交付税の状況が判明

したので総合的に判断したいとの発言があり、三役交渉に移りました。その結果、 

①人事委員会勧告どおり、給料表の引上げ、地域手当の支給率を２０１６年度は０．１％引上げ、

２０１７年度からは更に０．２％引き上げる。 

②勤勉手当の支給率を０．１０月分引き上げる。 

③扶養手当は、配偶者を７４００円等、国並以上の水準とする。 

④調整額については年収ベースで上回る支給額とし、退職手当には経過措置を行う。 

⑤非常勤職員の無給の療養休暇のうち、２日を有給とする。 

等の当局回答を引き出しました。県労連幹事会としては、厳しい情勢下にあって一定の前進がはか

れたと判断し、５単組の機関批准にかけました。その後、幹事会で各単組から批准が得られたこと

を確認し、幹事団交渉において午後８時３３分、県当局と大綱妥結しました。 

主な合意事項は以下の通りです。 

項 目 お  も  な  合  意  内  容  

基本賃金 ・給料表は人事委員会勧告どおり引上げ改定し、２０１６年４月１日に遡って適用する。 

地域手当 
・２０１６年度は０.１％引き上げ１１.６％とし、４月１日に遡って適用する。 

・２０１７年４月からは、０.２％引き上げ１１.８％とする。 

期末勤勉手当 

・勤勉手当を０.１月分引き上げ、成績率は次のとおりとする。   （ ）は再任用職員 

 ２０１６年１２月 良好：８８.５  優秀：９５.５  特に優秀：１０２.５（４２.５） 

 ２０１７年度以降  良好：８３.５  優秀：９０.５  特に優秀： ９７.５（４０.０） 

 （当初提案 ＝ 良好：８３.５  優秀：９１.０  特に優秀：９８.５ より差を圧縮） 

・基準日（６／１、１２／１）に採用された職員（割愛採用等在職期間が通算される職員を

除く）について支給対象外とする。 

扶養手当 ・２０１７年４月１日から支給額を変更する。 

給料の調整額 

・調整額を廃止し、新たに特殊勤務手当とし、２０１７年４月１日から適用する。 

・２０１７年４月１日以降に退職する職員（退職時に特別支援学校に勤務する教員等）の退

職手当について経過措置を設ける。 

退職手当 

・育児休業期間に係る除算率について、職員が２回目以降に育児休業を取得する場合は、１

歳までの子について１／６、１～３歳までの子について１／４とし、２０１７年４月１日

から適用とする措置を講じる。 

総労働時間の 

短縮 

・総労働時間の短縮については、労使で取組内容を確認し、引き続き話し合っていくものと

する。 

再任用職員の 
人事評価、 

処遇への反映 

・人事評価の勤勉手当への反映は、２０１７年１２月期の勤勉手当から適用する。 

（評価期間２０１７年６月２日～２０１７年１２月１日） 

休暇・休業制度 

・介護休暇について、３回以下かつ合計６月の範囲内で必要と認められる期間とする。 

・介護時間について、連続する３年の期間内で、１日につき２時間を超えない範囲内で勤務

しないことができる。（介護休暇・時間とも２０１７年４月１日から適用） 

・忌引休暇の取扱いについては、引き続き話し合っていく。（今回は切り下げ見送り） 
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扶養手当            

 現行 
2017 2018 2019 2020 

（H29） (H30） (H31) (H32) 

配
偶
者 

行（一）７級以下 

14,800 11,100 7,400 

   

行（一）８級 3,700  

行（一）９級以上 3,700 支給なし 

扶
養
親
族 

配偶者のいない場合の子の 1 人 12,500 13,900 15,200     

扶養ではない配偶者がある場合の子の 1人 7,800 9,000 
10,200 

   

上記以外の子  １人目 

7,000 8,600 

    

上記以外の子  ２人目 11,000   

上記以外の子  ３人目以降 12,000   

特定期間の子（加算額） 7,000 7,000 7,000   

配偶者のいない場合の扶養親族の 1 人 12,500 9,800 

7,000 

    

扶養ではない配偶者がある場合の 

扶養親族の 1人 
7,800 7,400     

子以外の扶養親族（行（一）７級以下） 

7,000 7,000 

    

     〃  （行（一）８級）  3,500   

     〃  （行（一）９級以上） 3,500 支給なし 

（２）今期確定闘争は、人事委員会より３年連続となる基本給・一時金の引上げ勧告がされた一方、来

年度の予算編成にむけて６５０億円の財源不足が見込まれるという状況下での交渉となりました。 

県当局は、引上げ勧告については県の財政状況を理由に、異例となった越年交渉でも、なおぎり

ぎりまで実施を明言せず、また調整額の特勤手当化、総労働時間の短縮についても要求に応える内

容を示さない等、議論は平行線をたどりました。しかし、粘り強い話し合いにより、自主交渉・自

主決着の労使慣行をふまえて最終的に合意することができました。これは、幹事団交渉に加えて、

職場からの署名や寄せ書き、批准投票、地区代表からの発言・決意表明、集会での決議などで示し

てきた思いが生み出した結果といえます。 

また、給与システムのエラーによる給与の誤支給が発生していることから、差額が年度内支給で

きるよう働きかける必要があります。神教組は、残された課題解決にむけてとりくむ必要がありま

す。 

（３）連合神奈川は、1月２５日の執行委員会において２０１７春闘方針－そのⅡを決定しました。連合

本部の基本方針をふまえ、①月例賃金の引き上げ、②すべての働く者の格差是正と底上げ・底支え

臨任・非常勤職

員の勤務条件 

・非常勤職員の療養休暇については、１０日のうち２日を有給休暇とし、２０１７年４月１

日から適用する。 

その他 

・供与物代金の交付方法の見直し、懲戒処分の指針の改正、再任用職員の人事評価の結果の

勤勉手当への反映、任期の定めのある職員への人事評価の導入と評価結果の勤勉手当への

反映については、引き続き話し合っていくものとする。 

・高齢期の雇用問題については、国の動向をふまえ、引き続き話し合っていくものとする。 
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をとりくみの柱として掲げ、組織の連携、地域や社会とのつながりを強化し、闘争の展開をはかる

としています。この方針に基づき、３月１日には「２０１７春闘総決起集会」を開催し、意思統一

をはかりました。 

神教組は引き続き、連合、公務労協・公務員連絡会に結集し、春闘期の山場にむけ官民一体とな

ってとりくむことが重要です。 

 

＜事務職員賃金改善のとりくみ＞ 

１ 国段階のとりくみ 

日教組事務職員部は、１２月１日、事務職員制度の充実を求めて、文科省要請行動を行いまし

た。昨年度と同様に要請は、事務職員部課題に対する重点要請という形で行いました。 

これに対する文科省からの回答は以下のとおりです。 

◎チーム学校について 

基本的には「チーム学校」の答申を具現化していくということで法制の作業をしている。いつのタ

イミングで国会へ出せるのか、いつ成立するのかわれわれとしてはできるだけ早くとは思っている

が、国会の状況等も勘案していかざるを得ない。 

 

 ◎政令市への給与負担等移譲について 

政令市への給与負担等移譲が決まった平成２６年に、職務が変わるものではないことをきちんと考

えたうえで、給与の決定をしていただきたいという旨の通知を出した。来年４月に控えているが、文

科省での政令市の会議で話をさせていただいた。今後、条例改正が予定されているので、引き続き文

科省として状況把握しながら必要な助言をさせていただきたい。 

 

◎国６級格付けについて 

義務教育費国庫負担金の中で６級格付け、６級まで上がる省令単価にしているので、各県、政令市

でも共同実施やチーム学校での職務の位置づけと、合わせて自治体の中で給与体系や格付けを適切に

していただければと考える。省令単価についても県や政令市には繰り返し、毎年の会議の中で言って

いる。前述した政令市の会議でも言っている。 

今回の要請は、厳しい財政事情の中でしたが、文科省として事務職員の重要性、果たすべき役割へ

の期待が感じられるものでした。事務職員を取り巻く環境は依然厳しく、「チーム学校」、政令市への

給与負担等移譲、６級格付けなど様々な課題が山積しています。しかし、それに対し「事務長制」等

により、国６級格付けを確保する動きも見られつつある状況です。神教組事務職員部は引き続き全国

の状況を把握し、日教組に対し、文科省交渉を強化するよう要請していくことが必要です。 

 

２ 県段階のとりくみ 

（１）神教組は、８月２４日の県教育予算総論交渉、１０月１４日に行われた教育予算各論交渉をう

け、事務組織の整備、６・５級のあり方、職務権限等について県教委との折衝を継続してきまし

た。 

   神教組は、県教委が「事務組織の整備をすすめることが６級・５級の定数拡大につながる」とし

てきたことから、県内３９エリアで国による事務職員定数加配が実施されている状況の中、各地区
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教組事務職員部のとりくみと連携しつつ、課題の整理を行うとともに、この間検討してきた「事務

組織」の考え方がいかされるよう、具体化をすすめてきました。その結果、２０１７年度にむけて

は引き続き定数加配が確保される見込み（県域分）となっています。 

（２）時間外勤務手当については、県財政が非常に厳しい状況にあることや総労働時間短縮の中で時間

外勤務縮減の方向にあることなどから、その確保が極めて厳しい状況におかれています。 

神教組は教育予算各論交渉をはじめ県教委との折衝において、学校運営に関して事務職員の重要

性が増していることや、多くの事務職員が単数配置である実態を訴え、時間外勤務手当の配当水準

の確保を要求しました。今後も、２０１７年度にむけ、事務職員の賃金水準を維持・向上させる観

点から、時間外勤務手当の財源、配当水準の確保をはかるとりくみを強化する必要があります。 

（３）事務職員賃金改善にむけては、６級・５級定数の維持・拡大が極めて重要なとりくみとなってい

ます。 

県庁全体で徹底したポスト管理が行われていることや、６級・５級の職務が明確でないこと、事

務職員の年齢構成等から、２０１６年度は６級・５級ともに大幅な定数減となりました。年齢や経

験年数のみを基準とした発令では、今後も定数削減が続くことが必至の状況となっており、６級・

５級定数を維持するためには、その数の必要性を明確にする必要があります。神教組は県教委との

協議を求め、６級・５級の役割等について話し合いをすすめてきました。 

しかし、県教委は、２０１７年度の発令にあたり、６級・５級定数の削減を再度提起しました。そ

の理由として、①政令市を除く６級の昇格割合が高いこと、②６級・５級の人数の割合が全国平均と

比べて高いこと、③６級・５級の役割がはっきりしていないこと等をあげています。 

これに対し神教組は、①現在、事務職員の職務や共同学校事務室等に係る法改正が国会で審議さ

れていること、②チーム学校の中教審答申や県でも多忙化解消が課題となっていて、事務職員にも

事務改善の役割が求められていること、③事務主幹等リーダー層の研修が未整備であること、④県

下での「事務組織」は着実に拡大しており、予想される最終的なエリア数との差が乖離すること、

等から定数削減は今後想定される事務職員の役割の重要性からは矛盾するのではないかと主張しま

した。しかし、県教委は削減の姿勢を崩していません。 

神教組は県教委との継続した協議を求め、６級・５級の役割、発令のあり方等について、法改正

の動向等も含め、引き続き話し合っていくこととなりました。 

今後も、学校経営への参画など学校現場での実践と「事務組織」の整備を推進し、６級・５級定

数の確保・拡大にむけたとりくみをさらに強化する必要があります。 

 

＜学校事務確立のとりくみ＞ 

（１）２０１７年２月７日、政府は文科省が提出した「義務教育諸学校等の体制の充実及び運営の改善

を図るための公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律等の一部を改正す

る法律案」を閣議決定し今国会に提出しました。この法案は標準定数法、国庫負担法、学校教育

法、地教行法、社会教育法などの関連法案として出されており、２０１７年４月１日、日切れ扱い

となっています。 

このうち、学校教育法では事務職員の職務について「事務に従事する」から「事務をつかさど

る」とし、また地教行法では「当該指定する二以上の学校のうちいずれか一の学校に、『共同学校事

務室』を置くことができる」とし、「室長及び所要の職員を置く」等としています。改正法の詳細に
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ついては今後、法が成立した後、施行規則や省令で示されることになっています。文科省は、この

法案の趣旨について「この改正により､学校の指導･運営体制を充実し､地域との連携・協働を含めた 

学校運営の改善を図ることにより､複雑化･困難化する諸課題に対応する 学校の機能強化を一体的に

推進」することとしています。 

（２）学校教育法施行規則の改正通知を受け、２０１０年４月に開成町で「事務長」が設置されたこと

に続き、２０１３年４月、平塚市において学校管理運営規則が改正され、「平塚市立学校事務連携支

援室」、「支援室長」が設置されています。横浜市では２０１６年１１月２５日に「横浜市立学校事

務長設置規則」が公布され、２０１７年度から事務長が設置されることとなっています。 

神教組事務職員部は、事務組織の整備を推進するとともに、「事務長の配置」についても学校事務

を確立し、賃金水準を維持・改善する観点から検討をすすめることが重要です。また今後、職名改

正を含め、市町村段階での学校管理規則への位置づけ等について検討をすすめる必要があります。 

（３）神教組は、「事務組織」のとりくみを強化しており、２０１６年度からは、鎌倉市、寒川町、南足

柄市で、さらに１１月からは愛川町で「学校事務連携」等の事務組織のとりくみが開始されることと

なりました。２０１７年度からもいくつかの市町で事務組織が置かれる計画となっています。 

神教組は、加配により期待される効果について、県教委から市町村教委へ十分に説明するよう求め

てきました。また、「事務組織」等の推進にあたり、県教委の考え方を「指針」「要綱」等によって示

すことを求めてきました。加配のあり方については、引き続き、県教委と協議していきます。加配定

数については、厳しい財政状況の中ですが、現行定数が維持される見通しです。 

今後も、加配措置を有効に機能させ、「事務組織」等の推進、学校経営への参画など、学校事務機能

の強化をさらにすすめることが重要です。 

（４）２０１６年度の研修については、県教委主催の初任者研修が４月７日、５月１７日、２月２０日

の合計３日、給与・旅費事務を中心とした研修が実施されました。昨年度までは、年 4 回の実施でし

たが、内容の精選により１回減となりました。 

今後も研修機会の確保・内容の充実に向けてとりくむとともに、「教職員人材確保育成計画」策定時

の論議もふまえ、体系的研修制度の実現にむけて県教委交渉をさらに強化していく必要があります。 

 

＜権利を守り拡大するとりくみ＞ 

１ 高齢期雇用 

（１）１２月２０日、内閣人事局、人事院は公務員連絡会との回答交渉の中で「当面は、フルタイム中

心の再任用勤務が実現できるよう、再任用の運用実態や参考事例の収集・分析、情報提供を行うな

どにより、各府省の取組を支援していくこととしている」「再任用職員の増加や在職期間の長期化等

の状況を注視しつつ、各府省における円滑な人事管理を図る観点から、民間企業の再雇用者の給与

の動向や各府省における再任用制度の運用状況等をふまえ、職員団体の意見も聞きながら、引き続

き再任用職員の給与の在り方について必要な検討を行ってまいりたい」などと回答しました。 

（２）２月１７日、公務員連絡会は、内閣人事局、人事院に２０１７春季要求書を提出し、高齢期雇用

等について強く求めました。 

２月３日、公務労協地方公務員部会は全国人事委員会連合会（全人連）に対して、２０１７年度

地方公務員の高齢期雇用等に関する要請を行いました。また、２月１５日には、総務大臣に対し

て、２０１７春季要求書を提出し、「段階的定年延長に関わっては、地方自治体においても国に遅れ
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ないよう制度設計を進めること」「希望する職員全員の雇用を確保するため、全ての自治体における

再任用制度の確立を喫緊の課題として対応すること」等を要求しました。 

神教組は、公務員連絡会、日教組等に結集し、雇用と年金の確実な接続がはかられるよう、また

学校の実情をふまえた制度となるよう交渉・協議をすすめていく必要があります。 

 

２ 福利厚生の充実 

  １２月２０日、内閣人事局、人事院は公務員連絡会との回答交渉の中で、「職員に医師等によるスト

レスチェックの受検機会を付与すること及び職員からの申出に応じて面接指導を実施することを義務

付けることなどを内容とするストレスチェック制度が実施されているところであり、各府省と連携

し、同制度の着実な実施に努めてまいりたい」「今般、人事院規則１０―１５（妊娠、出産、育児又

は介護に関するハラスメントの防止等）を制定し、職員に対する①妊娠・出産、②妊娠・出産に関す

る制度利用、③育児・介護に関する制度利用に関する言動により、当該職員の勤務環境が害されるこ

とを防止するための措置を定めたところであり、各省各庁の長には、①方針の明確化及びその周知・

啓発、②苦情を含む相談窓口の設置、③相談の内容や状況に応じた適切な対応、④再発防止、⑤業務

体制の整備等原因や背景となる要因を解消するための措置を義務づけており、今後、「仕事と育児・介

護の両立に関する連絡協議会」などの機会を活用して、各府省に対し、妊娠、出産、育児又は介護に

関するハラスメントの防止等に関する所属職員への周知・徹底を求めてまいりたい」としました。 

 

３ 勤務時間・休暇制度 

（１）公務員連絡会は、２月１７日、人事院総裁、国家公務員制度担当大臣に要求書を提出しました。

この中で勤務時間・休暇制度に関して、①公務における年間総労働時間１,８００時間体制を確立す

ること、②ライフステージに応じ、社会的要請に応える休暇・休業制度を改善・拡充すること。特

に、家族介護を理由とした離職を防止するため、介護休業制度を整備すること、③改正両立支援制

度の円滑な実施をはかるとともに、育児短時間勤務、育児時間等について、子の年齢要件等取得要

件を緩和し、その在り方を改善すること、④本格的な短時間勤務制度の具体的な検討に着手するこ

と、等を要求しました。また非常勤職員の雇用、労働条件の改善について、休暇制度や勤務条件等

を常勤職員との均等待遇の原則に基づき改善すること等を求めました。 

日教組は、２０１６春闘方針の中で、勤務時間・休暇制度に関し、①「学校現場における業務の

適正化」に関する局長通知・報告で示された超勤解消施策の実行化を求め、国会対策、文科省交

渉・協議をすすめる、②超過勤務縮減、無定量な長時間労働の抜本的な改善をはかる、③臨任・非

常勤職員等について、適切な任用、空白期間の撤廃、労基法上定められている休暇の付与等を求め

る、④映像資料等を活用し、職場のワークルールの現状について点検、改善のとりくみをすすめ

る、等を決定しました。 

神教組は、引き続き、労働条件改善、諸権利拡大、ワーク･ライフ･バランスの実現にむけてとり

くむことが必要です。 

（２）１月２０日、県当局との大綱妥結の中での勤務時間・休業制度に関する主な内容は、以下のとお

りです。 

・総労働時間の短縮については、労使で取組内容を確認し、引き続き話し合っていくものとする。 

・介護休暇について、３回以下かつ合計６月の範囲内で必要と認められる期間とする。 

・介護時間について、連続する３年の期間内で、１日につき２時間を超えない範囲内で勤務しない 
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 ことができる。（介護休暇・時間とも２０１７年４月１日から適用） 

・忌引休暇の取扱いについては、引き続き話し合っていく。（今回は切り下げ見送り） 

・非常勤職員の療養休暇については、１０日のうち２日を有給休暇とし、２０１７年４月１日から

適用する。 

神教組は、引き続き県労連に結集し、残された課題の解決に向けてとりくむことが必要です。 

 

＜研究・学習活動の推進＞ 

（１）日教組関東地区協議会第４１回学校事務研究集会は、２月５日～６日、神奈川県横浜市で開催され

ました。開会行事では日教組事務職員部副部長の南部 猛さんから、中央情勢報告を受け、学習を深

めました。 

   神教組事務職員部は、神奈川県のとりくみとして、第１分科会「学校事務職員制度の確立」に長谷

川常任委員、第２分科会「学校事務職員の賃金・定数・権利」に緒方常任委員、第３分科会「学校事

務の実践とそのあり方」に中山常任委員、第４分科会「２１世紀の事務職員部運動の課題」に原田常

任委員が、レポートを提案しました。全体で約２４３人が参加し、神奈川からは６３人が参加し、各

県の仲間と交流を深めました。神教組事務職員部は開催県として、常任委員会、準備委員会を中心に

精力的に運営に努め、集会は成功裏に行うことができました。 

今後も学校事務確立の観点から、研究活動を充実させていくことが重要です。 

（２）第５７回神奈川県学校事務研究集会は、２月２５日、神奈川県教育会館で１４４人の参加を得て開

催されました。全体会では山口 高広研究委員会委員長より今集会までの研究委員会の活動内容が報

告され、学習会では南部 猛さん（日教組事務職員部副部長）から中央情勢が報告され、また日教組

事務職員部専門委員の和田浩司さんより日教組事務職員部専門委員会の中間報告がありました。 

   午後からの分科会では、各地区からのレポート報告をもとに研究討議が行われました。共同研究者

には、第１分科会に山口勝之さん（横浜市教組書記次長）、白木 努さん（前神教組事務職員部副部長）、

第２分科会に鎌田 太さん（前日教組事務職員部副部長）、和田浩司さん（日教組事務職員部専門委員）

を迎えました。 

分科会テーマとレポート 

 第１分科会 「学校事務の確立」  

 （１）川崎 いきいきと豊かに育ち学ぶ学校予算のあり方 ～夢教育２１推進事業のとりくみ～  

 （２）三浦 労働法制改悪と学校 ～最高の教育環境を私たちがつくろう！～ 

 （３）湘北 高和地区の今日的課題について 

 第２分科会 「学校事務の実践」 

 （１）横浜 事務組織（共同実施）について ～課題の洗い出しと今後の方向～ 

 （２）湘南 湘南の事務連携組織について ～藤沢１年目を経過して～ 

 （３）中 事務組織の今後の一歩 ～だから事務組織が必要！～ 

 （４）西湘 西湘地区の事務組織の現状と課題 ～松田町の事務組織設置をとおして～ 

この研究集会は、１９６０年の第１回開催以来、七地区の課題や研究の成果を交流し、学び合い、

共有化する中で課題解決に向けて事務職員部運動を進めていく重要な役割を担ってきました。今年度

も各地区からの提出レポートをもとに七地区の課題や研究の成果を交流し共有化することができま
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した。今後も、研究集会をとおして実践を高め、事務職員部運動をすすめていく力に結びつけていく

ことが重要です。 
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２ 当面のとりくみの目標と具体的行動  

 

◇ 義務教育費国庫負担制度堅持・定数増・教育予算獲得のとりくみ 

包括的なとりくみ 

(１) 義務教育の全国水準の維持や教育の機会均等を保障するため、義務教育費国庫負担制度堅持・負担

割合２分の１への復元にむけて、日教組・神教組の指示する行動に積極的に参加するなど、中央地

方一体となったとりくみをすすめます。 

(２)  事務職員制度の確立をすすめ、義務教育費国庫負担法、市町村立学校職員給与負担法、標準定数法

等の堅持にむけてとりくみます。 また、あらゆる状況に対応できる態勢を確立します。 

①「政令市への教職員給与費負担の移譲」等については、財源確保等、課題を整理し、とりくみを

強化します。とくに、行政職との任用一本化に反対の立場から、地区教組と連携してとりくみま

す。 

② 規制緩和・制度改革を求める動きを警戒し、とりくみをすすめます。 

③ 事務職員制度の整備にむけ、とりくみをすすめます。 

④ 教育関係法令の改正等の動きを注視し、とりくみをすすめます。 

⑤ 教育委員会制度については、首長の権限強化につながらないよう、教育の政治的中立性、安定

性・継続性の確保の観点からとりくみます。 

⑥ 文部科学省、総務省、財務省、政党等に対し、事務職員が果たす役割等について十分な理解をは

かる、ようとりくみをすすめます。 

⑦ 県・市町村議会での意見書等の採択のとりくみをすすめるとともに、各政党・国会議員・自治体

の首長・各教育団体等への働きかけを強化します。 

⑧ 地域住民・保護者等に訴えかけるとりくみなどを含め、組織の総力をあげてとりくみます。 

(３) 総人件費削減攻撃に反対し、計画的な教職員定数改善計画の実現にむけとりくみます。 

① 標準定数法の改正による事務職員定数改善をとりくみます。 

② 事務職員の複数配置の拡充、「事務組織・共同実施」など学校事務の確立・機能強化の視点に立

った定数加配の拡充をとりくみます。 

③ 学校教育法第３７条第３項削除等の法改正をとりくみます。 

(４) 教育予算の増額にとりくみます。 

 
 

県段階のとりくみ 

(１) 事務職員の全校配置、複数配置の拡充、「事務組織・共同実施」等にかかる加配の拡充をとりくみ

ます。また、特別な対応を要する学校への加配にむけとりくみます。 

(２) 組合員の「雇用確保」を基本に、過員・欠員問題の打開のため県教委交渉を強化します。 

(３) 事務職員の採用試験を実施するとともに、「定数内臨時的任用職員」の縮減にむけとりくみます。 

(４) 事務職員の採用について、年齢制限の引き上げに伴う課題を整理し、採用条件の緩和を働きかけま

す。 

(５) 中途退職者の補充は、速やかに正規事務職員をもってあてるようとりくみます。 

(６) 旅費予算の確保、旅費規程の改善、地域配分等配当基準の適正化等、旅費制度の改善をとりくみま

す。 
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(７) 執務環境整備にむけ、事務室の設置・拡充をとりくみます。 

(８) 保護者負担の軽減、学校の自主性・自律性確立の観点から、学校配当予算の増額・配当方式の見 

直しにむけとりくみます。 

(９) 学校の施設・設備の改善・充実にとりくみます。 

(10) 給料受領等の安全確保を引き続き要求します。 

(11) 地球資源・環境保全の観点に立ちとりくみをすすめます。 

 

◇ 賃金改善のとりくみ 

(１) ２０１７年度賃金闘争を日教組・神教組の方針にもとづき積極的にとりくみます。 

(２) 公務員制度改革・総人件費削減等の動向を注視し、対応を強化します。 

(３) 高齢者雇用制度の見直しに伴う賃金体系の見直しにかかわっては、年金を含めた生涯賃金の水準維

持の観点をふまえとりくみます。 

(４) 退職手当については、支給水準の確保と制度改善にむけとりくみます。 

(５) 国からの要請や県財政の危機を理由とした、一方的な賃金・定数等労働条件の切り下げを許さない

とりくみをすすめます。 

(６) 「勤務成績の給与への反映」については、神教組の方針にもとづき対処します。 

 

◇ 事務職員賃金改善のとりくみ 

国段階のとりくみ 

(１) 行政職（一）表の改善をとりくむよう働きかけます。 

(２) 文部科学省より、国６級格付通達を早期に出させる交渉を強化するよう働きかけます。 

(３) 事務職員の職務の特性及び経験と「責任と権限」に基づく賃金体系の実現をはかるよう働きかけま

す。 

 

県段階のとりくみ 

(１) 事務職員賃金の具体的改善をはかるため、全県的な学校事務の組織化、中学校区を基礎とした事務

組織の整備をすすめるとともに、職務の確立、職務権限付与、職名改正等の具体化にむけてとりく

みをすすめます。 

① ６級の役割の明確化、定数増、職名改正、職務権限付与等をとりくみます。 

② ５級の役割の明確化、全員格付け、水準の改善、職名改正等をとりくみます。 

③ ７級の実現にむけとりくみます。 

④ 行政職（一）表への統合について、共通理解を得られるよう討議を深めつつとりくみます。 

⑤ 昇格年数の水準の確保・改善をとりくみます。 

⑥ 年齢に比して、著しく不均衡な者の賃金改善をとりくみます。 

⑦ 昇給基準、前歴換算等初任給決定基準の改善をとりくみます。 

⑧ 時間外勤務手当の財源、配当水準確保をとりくみます。 

⑨ 一時金の職務段階別加算制度について、当面、制度の改善をとりくみます。 

(２) 臨時的任用職員・非常勤職員、再任用職員の賃金・待遇改善をとりくみます。 
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(３) 教職員給与費の政令市移譲に係る課題については、賃金水準の維持・改善を基本に、地区教組と連

携してとりくみます。 

 

◇ 学校事務を確立するとりくみ 

(１) 教育改革、国・地方の行財政改革、地方分権・総人件費削減、教職員給与費の政令市移譲、人事評

価制度、「チーム学校」等の動向に的確に対応するため、学校事務確立の観点から事務職員制度の整

備等をとりくみます。 

(２) 全県的な事務組織の整備について、常任委員会案や第７次定数改善計画等の趣旨をふまえとりくみ

ます。 

(３) 加配措置等が事務組織の確立に生かされるようとりくみます。 

(４) 学校管理規則の見直しにあたっては、学校事務の役割・事務職員の職務を明確に位置づけさせるよ

うとりくみます。また、事務組織についても位置づけさせるようとりくみます。 

(５) 「事務長の設置」については、学校事務確立の観点から検討をすすめます。 

(６) 経験年数等をふまえた「職務内容」等の策定にむけ、県教委交渉を強化します。 

(７) 日教組、神教組専門委員会答申についての学習・討議をすすめます。 

(８) 「新たな行政改革の指針」については、学校事務の機能と役割を確立する視点から対応をはかりま

す。 

(９) 市町村段階での職務権限付与等のとりくみをすすめます。 

 (10) 市町村財務会計制度の民主化をめざし、「職指定」等の実現など、市町村段階でのとりくみをすすめ

ます。 

(11) 学校予算について、子ども、保護者・地域住民等の要求が反映できるシステムづくりをとりくみま

す。 

(12) 学校に予算委員会を設置し、予算の公開など学校予算の民主的執行をすすめます。 

(13) 研修機会の確保・内容の改善にむけてとりくみます。また、体系的研修制度の整備にむけて県・市

町村段階でとりくみます。 

(14) 総合教育センター等における研修制度の具体化にむけて積極的にとりくみます。 

(15) 新採用事務職員補助のための非常勤事務職員について、人員確保、任用期間の延長等、円滑な運用

をはかるようとりくみます。 

(16) 情報公開制度等に対応した文書事務、「文書主任」等の実現をとりくみます。 

(17) 学校事務へのオンラインシステムの導入については、２００３年度専門委員会の答申をふまえ、学

校事務確立の観点に立ち対応をはかります。 

(18) 旅費事務については、支給事務の改善も含め事務の簡素化・円滑な実施にむけ引き続き対応しま

す。 

(19) 共済組合の運営について意見反映に努めるとともに、事務の改善にとりくみます。 

(20) 事務手続きの見直し、変更等について、事前協議体制の確立をはかります。 

(21) 監査の改善にとりくみます。また、監査が現場に悪影響を与えることのないよう対処します。 

(22) 「本人請求・本人記入運動」を職場・地区段階で確認しつつとりくみます。 

(23) 給与振込制度について、引き続き課題解決をはかります。 

(24) 新設校に事務職員の先行発令をさせるようとりくみます。 
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◇ 権利を守り拡大するとりくみ 

(１)  自律的労使関係の確立については、対等な労使関係に基づく勤務条件決定制度の実現にむけとりく

みます。 

(２)  仕事と家庭の両立支援をすすめるため、介護休暇・育児休業制度等の拡充・改善にとりくみます。 

また、県段階における介護欠勤について改善をとりくみます。 

(３) 育児短時間勤務制度、時差出勤制度にかかる課題の解決にとりくみます。 

(４) 新たな高齢期の雇用制度については、雇用と年金の確実な接続が実現されるよう、また学校現場の

実態をふまえたものとなるようとりくみます。 

(５) 現行の再任用制度については、円滑な運用にむけてとりくみます。 

(６) 勤務時間短縮にかかる諸課題の解決にとりくみます。 

(７) （財）「神奈川県教育福祉振興会」の事業の拡充、全員加入、民主的運営の堅持等にむけてとりく

みます。 

(８) 人事評価制度については、「勤評神奈川方式」の理念と交渉の経過をふまえ、課題解決をはかりつ

つ､給与等処遇に直接活用させないことを基本にとりくみます。 

(９) 再任用職員、臨時的任用職員・非常勤職員の勤務条件改善にとりくむとともに、臨時的任用職員・

非常勤職員の人員確保を県教委に働きかけます。 

(10)  初任者に対する研修、支援体制が的確に行われるよう求めます。 

 

◇ 研究・学習活動の推進 

(１)  第５８次日教組全国学校事務研究集会への提出レポートは、第５７回神奈川県学校事務研究集会

等の成果を踏まえ学校事務研究委員会・常任委員会で検討し決定します。 

 

◇ 組織の強化と団結を守るとりくみ 

(１) 新採用者・未組合員の加入を重点に組織拡大をはかります。そのため、地区教組事務職員部は目標

を設定し積極的にとりくみます。また、神教組事務職員部は資料提供等を行います。 

(２) 再任用職員、臨時的任用職員等の組織化をすすめます。 

(３) 地区教組事務職員部の活動を強化するため、地区教組執行部との連携を密にします。 

(４) 事務職員部運動を各分会のとりくみと結合してすすめます。 

(５) 部長会を開催し、神教組事務職員部と地区教組事務職員部との連絡調整を強化し、単一体的運営を

めざします。 

(６) 常任委員会は、機能強化・活動の充実をはかるとともに、地区教組事務職員部との連携を密にしま

す。 

(７) 日教組事務職員部の労働組合機能の強化にむけて意見反映をはかります。 

(８) 「部ニュース」「部報」の発行など情宣活動を強化し、速やかに事務職員・地区教組執行部に伝わ

るよう体制の確立をはかります。 

(９) 事務職員部運動の課題の全体化等のため、学習会等を開催します。また、組織強化、運動の継承の

観点からとりくみをすすめます。 

(10) 神高教事務職専門委員会、他県事務職員部等との連絡を密にします。 
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(11) 神教組・地区教組・関係団体等の主催する諸会合への参加体制の確立をはかります。 

(12) 組合員一人ひとりが学習を深めるため資料の提供等を行います。 

(13) 「地域からの教育改革」をすすめる視点に立った組合活動の見直し、活性化にむけ検討をすすめま

す。 

(14) 反組織活動に対しては厳しく対処します。 

 

 

 


